
年 日

…該当項目に必ずご記入ください。

…必要に応じてご記入ください。 4. 実質的支配者の申告
…該当項目にチェック（）をいれてください。 「3.実質的支配者の確認」で特定した方をご申告ください。

上記に該当しません。

1. お客さま情報 上記に該当します。

（フリガナ）

お客さま名とお客さま番号（4桁または7桁の数値）をご記入下さい。

（生年月日）  明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平　　　　　年　　　月　　　日

　（〒　　　　　－　　　　　 　　 ）
*1 上場企業のお客さまは証券コードをご記入ください。

*2 お客さま番号が登録手続中のため未決定の場合は、現在お届けいただいている決済口座情報をご記入ください。 □ 大口債権者

□ 創業者 □ 会長

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　）

2. 新規確認事項 （以降は上場企業のお客さまは、ご記入不要です。）

上記に該当しません。

 □ その他　具体的にご記入下さい（ ） 上記に該当します。

（フリガナ）

3. 実質的支配者の確認 （以降は上場企業、個人事業主のお客さまは、ご記入不要です。）

下記チャートにチェックし、実質的支配者となる個人（*3）を特定してください。特定した実質的支配者を右のページにてご申告してください。 （生年月日）  明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平　　　　　年　　　月　　　日

　（〒　　　　　－　　　　 　　　 ）

□ 大口債権者

□ 創業者 □ 会長

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　）

上記に該当しません。

上記に該当します。

（フリガナ）

（生年月日）  明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平　　　　　年　　　月　　　日

　（〒　　　　　－　　　　 　　　 ）

□ 大口債権者

□ 創業者 □ 会長

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　）

右のページもご記入ください。
2020/9改定

【電手】 契約書類
（一般利用者用）

ご記入日 西暦 月

□

お取引時の新規確認事項 追加届出書

下記1のお客さま情報登録に関わる電手決済サービス利用契約お申込時に、本人確認資料を提出いただいておりま
すが、新たに電手決済サービス利用契約を申込むに当たり、犯罪収益移転防止法等により、下記2以降の項目の記
録及び保管が義務付けられています。ご申告いただけない場合、お取引をお断りすることがありますのでご理解とご協
力のほどお願いいたします。

氏名（*4）

上記で個人以外を選
択した場合は上場企

業等または国等

氏名（*4）

上記で個人以外を選
択した場合は上場企

業等または国等

実
質
的
支
配
者
Ⅰ

住所
上記で個人以外を選
択した場合は本店所

在地

（①の場合）
お客さまの
議決権割合

実
質
的
支
配
者
Ⅱ

個人・法人
等の別

住所
上記で個人以外を選
択した場合は本店所

在地

（①の場合）
お客さまの
議決権割合

実
質
的
支
配
者
Ⅲ

個人・法人
等の別

住所
上記で個人以外を選
択した場合は本店所

在地

（①の場合）
お客さまの
議決権割合

取引の決済および
割引（資金化）

取引の
目的

事業の内容
 □ 建設業

国等上場企業等個人

 □　個人

選
択

外国政府等において重要な公的地位を有する方（過去において該当
する場合も含む。）、またはそのご家族に該当しますか？

□ □

□

□
　国
　地方公共団体

　上場企業
　上場企業の
　子会社

 □ 運輸業  □ 卸売業  □ 小売業

国・地方公共団体・上場企業とその子会社は個人とみなされます。該当する場合は、それらの方を実質的支配者としてご記入下さい。
ただし、病気等により業務執行を行うことができない方、お客さまを実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合は、対象から除きます。

*3

 □ 製造業

＝25％超
間接保有割合がある場合には、
裏面関係図もご記入ください。

（②の場合）
お客さまとの

関係％ ％

個人・法人
等の別

氏名（*4）

上記で個人以外を選
択した場合は上場企

業等または国等

個人 上場企業等

直接保有

＋
間接保有

国等

 □　個人
外国政府等において重要な公的地位を有する方（過去において該当
する場合も含む。）、またはそのご家族に該当しますか？

□
　上場企業
　上場企業の
　子会社

□
　国
　地方公共団体選

択 □

直接保有

＋
間接保有

＝25％超
間接保有割合がある場合には、
裏面関係図もご記入ください。

（②の場合）
お客さまとの

関係％ ％

□

個人 上場企業等 国等

 □　個人
外国政府等において重要な公的地位を有する方（過去において該当
する場合も含む。）、またはそのご家族に該当しますか？

□
　上場企業
　上場企業の
　子会社

□
　国
　地方公共団体選

択
□

□

直接保有

＋
間接保有

＝25％超
間接保有割合がある場合には、
裏面関係図もご記入ください。

（②の場合）
お客さまとの

関係％ ％

お客さま名
証券

コード*1

お客さま番号*2

口座番号 口座名義

金融機関名 支店名 預金種類 普通 ・ 当座

②①

次の a 又は b に該当する個人がいる。

a に該当する個人、
b に該当する個人それぞれいる場合は両方が該当となります。

お客さまの議決権の50％超を、直接又は間接に保有している個人が
1名いる。
※ 裏面もご参照下さい。

出資、融資、取引その他の関係
を通じてお客さまの事業活動に
支配的な影響力を有する個人
がいる。

a 出資、融資、取引その他の
関係を通じてお客さまの事業
活動に支配的な影響力を有す
る個人がいる。

b 事業収益の配当又は事
業財産の分配を受け取る
権利の25％超を有する個
人がいる。

お客さまの議決権の25％超を、直接又は間接に保有
している個人がいる。
※ 裏面もご参照下さい。

3名を超える場合には
本書面をコピーの上、

ご記入ください。

株式会社・有限会社、
特定目的会社、投資法人

一般社団法人・財団法人、
持分会社（合名・合資・合同会社）等

□ □

お客さまの議決権を25％
超保有している

お客さまの事業配当や
分配受領権利を25％超
保有している

出資、融資、取引等を
通じ支配的な影響力
を有している

実
質
的
支
配
者
の
申
告

議
決
権
／
影
響
力
の
特
定

はい□ いいえ□

はい いいえ

はい□ いいえ

はい
（該当に全てチェック）

いいえ
□ aに該当 □ bに該当

□

お客さまの代表権を有
する（全員を申告）

□

申
告
欄
の
記
入

ご
確
認
く
だ
さ
い

□

・50％超（1名のみ）
・25％超（最大3名）

議決権の割合もご申告く
ださい。

該当する個人の方
全員をご記入ください。

お客さまとの関係も
ご申告ください。

右記 実質的支配者Ⅰ

右記 実質的支配者Ⅱ

右記 実質的支配者Ⅲ

□ □ □ □

③ ④

□

□

□

□ □

は
じ
め
に

注意

＊4 ご記入いただく内容はお客さま自身の情報ではございません。

お客さまを実質的に支配している個人（*3）をご記入ください。

実質的支配者が法人になるのは上場企業等、国等の場合です。

お客さまのご新規の契約にあたり、日本電子債権機構および三菱UFJ銀行が法令（※）に基づき、取引時確認（ご本人特定、お

取引の目的等の記録および保管）を行います。

※「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（平成19年法律第22号）

議決権のない株式は除外注意

ご記入にあたって不明点がある場合には、下記にご連絡ください

三菱UFJ銀行 電手・でんさいコールセンター 0120-103-172 （受付時間：銀行営業日 9：00～17：00）
※自動音声メッセージが流れますので、電手決済サービス「1」を押して下さい。

※ご照会内容によっては、翌営業日のご回答となることがございます。恐れ入りますが、予めご了承ください。



〔 〕％
>50%

直接保有
間接保有

〔① 〕%

法人Ａ 法人Ｄ

50％超

法人Ｆ

50％超

法人Ｇ

50％超

法人Ｂ

法人Ｉ

50％超

法人Ｊ

合計で50％超

50％超

50％超

50％超

〔② 〕% 〔④ 〕% 〔⑥ 〕%〔③ 〕% 〔⑤ 〕%

議決権保有者１
（個人）

議決権保有者２
（個人）

議決権保有者４
（個人）

議決権保有者５
（個人）

50％超

議決権保有者３
（個人）

議決権保有者６
（個人）

合計で50％超 合計で50％超

〔① 〕% 〔② 〕% 〔④ 〕% 〔⑥ 〕%〔③ 〕% 〔⑤ 〕%

実質的支配者Ⅰ 〔氏名： 〕

〔⑦ 〕%

〔 〕％
>50%

〔 〕％
>50%

〔 〕％
>50%

〔 〕％
>50%

〔 〕％
>50%

〔 〕％
>50%

〔 〕％
>50%

〔ﾛ 〕％

〔ｲ 〕％
>50%

ﾆ+ﾎ+ﾍ>50%ﾛ+ﾊ>50%

〔ﾊ 〕％ 〔ﾆ 〕％

〔ﾎ 〕％
〔ﾍ 〕％

〔ﾄ 〕％

ﾄ+ﾁ>50%
〔ﾁ 〕％

間
接
保
有
の
関
係
図
Ⅰ

間
接
保
有
の
概
念
図

直接保有

支
配
法
人

割
合

法人Ｅ 法人Ｈ法人Ｃ 法人Ｋ

お客さま（資本多数決法人）

支
配
法
人

割
合

お客さま（資本多数決法人）

左記以外の間接保有形態がある場
合は、本欄にご記入下さい。

〔① 〕% 〔② 〕% 〔④ 〕% 〔⑥ 〕%〔③ 〕% 〔⑤ 〕%

実質的支配者Ⅱ 〔氏名： 〕

〔⑦ 〕%

〔 〕％
>50%

〔 〕％
>50%

〔 〕％
>50%

〔 〕％
>50%

〔 〕％
>50%

〔 〕％
>50%

〔ﾛ 〕％

〔ｲ 〕％
>50%

ﾆ+ﾎ+ﾍ>50%ﾛ+ﾊ>50%

〔ﾊ 〕％ 〔ﾆ 〕％

〔ﾎ 〕％
〔ﾍ 〕％

〔ﾄ 〕％

ﾄ+ﾁ>50%
〔ﾁ 〕％

間
接
保
有
の
関
係
図
Ⅱ

直接保有

支
配
法
人

割
合

お客さま（資本多数決法人）

左記以外の間接保有形態がある場
合は、本欄にご記入下さい。

〔 〕％
>50%

〔① 〕% 〔② 〕% 〔④ 〕% 〔⑥ 〕%〔③ 〕% 〔⑤ 〕%

実質的支配者Ⅲ 〔氏名： 〕

〔⑦ 〕%

〔 〕％
>50%

〔 〕％
>50%

〔 〕％
>50%

〔 〕％
>50%

〔 〕％
>50%

〔 〕％
>50%

〔ﾛ 〕％

〔ｲ 〕％
>50%

ﾆ+ﾎ+ﾍ>50%ﾛ+ﾊ>50%

〔ﾊ 〕％ 〔ﾆ 〕％

〔ﾎ 〕％
〔ﾍ 〕％

〔ﾄ 〕％

ﾄ+ﾁ>50%
〔ﾁ 〕％

間
接
保
有
の
関
係
図
Ⅲ

直接保有

支
配
法
人

割
合

お客さま（資本多数決法人）

左記以外の間接保有形態がある場
合は、本欄にご記入下さい。

～株式会社・有限会社・特定目的会社・投資法人のお客さま～

（資本多数決法人のお客さま）

【間接保有とは】

 「間接保有」とは、個人の方がお客さまの議決権を、別の法人（「支配法人」）を通じて保有

することをさします。

 「支配法人」の議決権を、個人の方が50％超を保有する場合、お客さまの議決権を間接的

に保有していることになります。

 右の「間接保有の概念図」の直接保有と間接保有の例示を参考にしてください。

注意
実質的支配者を特定にあたって確認いただくお客さまの議決権の保有割合は、

直接保有と間接保有の合計です。

【間接保有の関係図のご記入について】

 実質的支配者がお客さまの議決権を間接保有されている場合、右の「間接保有の関係図」

に、それぞれ実質的支配者の氏名、支配法人名、議決権の保有割合をご記入ください。

 実質的支配者を特定していく際に、以下に該当する方は個人とみなされます。

 上場企業

 上場企業の子会社

 国・地方公共団体

 関係図に、適切な枠線がない場合は、適宜追加して記入ください。

右の「間接保有の関係図」によらず、お客さまが作成した書式をご提出いただいても差し支

えございません。

【お客さまの議決権割合】

 議決権保有者１～６が同一個

人の場合、当該個人の議決

権保有割合は（①＋②＋③＋

④＋⑤＋⑥）です。

 合計の保有割合が25％超と

なる個人の方全員を実質的

支配者としてご記入下さい。

 ただし、50％超の議決権を保

有している方がいる場合は、

その個人の方１名をご記入く

ださい。

三菱UFJファクター株式会社　使用欄 受付日：　　　　　　　　　　　　　　　

本人確認済のお客さま番号

備考欄：

　■電手決済サービス取引

検印
本人確認済の

確認
確認印

取引種類
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